
○停止処分者講習実施要領の制定について

令和５年１２月２８日

例規甲（免処）第８６号

停止処分者講習実施要領

第１ 目的

この要領は、道路交通法（以下「法」という。）第１０８条の２第１項第３号の規

定により山梨県公安委員会（以下「公安委員会」という。）が行う講習（以下「停止

処分者講習」という。）の実施について、山梨県道路交通法施行細則（昭和３５年山

梨県公安委員会規則第７号。以下「細則」という。）に定めるもののほか、必要な事

項を定めることを目的とする。

第２ 停止処分者講習の実施の委託

停止処分者講習の実施は、道路交通法施行規則（昭和３５年総理府令第６０号。以

下「規則」という。）第３８条の３に掲げる要件を備えると公安委員会が認めたもの

（以下「委託先講習機関」という。）に委託して行うものとする。

第３ 停止処分者講習指導員の要件

１ 停止処分者講習に従事する者（以下「講習指導員」という。）の資格要件は、次

のとおりとする。

(1) ２５歳以上の者であること。

(2) 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる運転免許（仮運転

免許を除く。）を現に受けている者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 運転適性指導（法第１０８条の４第１項第１号に規定する運転適性指導をい

う。以下同じ。）について不正な行為をしたため次の職を解任され、当該解任

の日から起算して２年を経過していない者

(ｱ） 講習指導員

(ｲ） 運転適性指導員（法第１０８条の４第１項第１号に規定する運転適性指導

員をいう。）

(ｳ） 高齢者講習指導員（高齢者講習（法第１０８条の２第１項第１２号の規定

により公安委員会が行う講習をいう。）に従事する者をいう。）

(ｴ） 違反者講習指導員（違反者講習（法第１０８条の２第１項第１３号の規定

により公安委員会が行う講習をいう。）に従事する者をいう。）

イ 法第１１７条の２の２第１２号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執

行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経

過していない者



ウ 自動車等の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に

関する法律（平成２５年法律第８６号）第２条から第６条までの罪又は法に規

定する罪（イに定める罪を除く。）を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行

を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して２年を経過

していない者

(4) 次のいずれにも該当する者であること。

ア 運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。

(ｱ) 性格等に関する運転適性検査の積極的な活用について（通達）（平成３１

年３月２７日付け、警察庁丙運発第１１号、丙交企発第５０号）に定める運

転適性検査・指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従

事した経験の期間がおおむね１年以上ある者

(ｲ) 公安委員会が運転適性指導に関する業務に関し、（ア）に掲げる者と同等

以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

イ 自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する

者であること。

(ｱ) 普通自動車に係る教習指導員資格者証及び大型自動二輪車又は普通自動二

輪車に係る教習指導員資格者証の交付を受け、自動車の運転に関する技能及

び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね１年以上ある者

(ｲ) 普通自動車に係る届出教習所指導員課程及び大型自動二輪車又は普通自動

二輪車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及

び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね１年以上ある者

(ｳ) 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、（ア）又

は（イ）に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

(5) 次のいずれかに該当する者であること。

ア 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合

格した者

イ 講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する

講習（自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性

講習指導員研修又は違反者・停止処分者講習指導員研修）を修了した者

２ 委託先講習機関は、講習指導員について、その者の住所、氏名及び講習指導員の

資格要件を充たすことを証する書面を停止処分者講習指導員確認届出書（第１号様

式。以下「確認届出書」という。）に添付し、交通部運転免許課（以下「運転免許

課」という。）を経由して公安委員会に提出しなければならない。

３ 交通部運転免許課長（以下「運転免許課長」という。）は、確認届出書により講

習指導員としての資格要件を充足すると確認したときは、停止処分者講習指導員確



認名簿（第２号様式。以下「確認名簿」という。）に登載するとともに、その旨を

記載した確認届出書の写しにより委託先講習機関に通知するものとする。

４ 委託先講習機関は、講習指導員が資格要件を欠いた場合は、停止処分者講習指導

員資格喪失届出書（第３号様式）により運転免許課を経由して公安委員会に速報す

るものとする。

５ 停止処分者講習は、確認届出書により確認を受け、確認名簿に登載された者以外

の者が行ってはならない。

第４ 講習科目及び講習時間割の基準

細則第１６条に定める停止処分者講習の講習科目及び時間割及び停止処分者講習の

講習科目、時間割等に関する細目（別表第１）に基づき行うものとする。

第５ 講習計画の策定等

講習は、規則第３８条第３項に定める基準に基づき、あらかじめ年間計画を策定し、

委託先講習機関に示しておくものとする。

第６ 講習申出時の処理

免許の停止等の処分執行をする場合は、次により講習の申出に関する事務を処理す

るものとする。

(1) 被処分者に対し講習希望の有無を確かめること。

(2) 処分執行当日に受講を希望する講習申出者に対しては、細則第１６条に規定す

る受講申請書による申請その他講習について必要な事項を教示すること。

第７ 受付

講習の受付は、次により行うものとする。

(1) 講習の受付は、運転免許課において行う。

(2) 受講申請書、処分通知書等により、受講者本人であること及び受講資格の確認

を確実に行うこと。

(3) 受付終了後は、速やかに受講者名簿（第４号様式）を作成すること。

第８ 講習の実施方法

１ 座学講習

(1) １クラスにつき講習指導員を１名以上配置し、実施するものとする。

(2) 教材は、別紙の内容について正確にまとめられた教本を使用するほか、県内の

交通実態に関する内容の資料、危険予測、事故事例等に関する視聴覚教材等を効

果的に使用するものとする。

(3) 事故事例研究は、身近な事故事例等を素材にし、受講者に発表させるなどディ

スカッション方式で行うものとする。

２ 運転適性指導

(1) 筆記による検査に基づく指導



ア １クラスにつき運転適性検査・指導者資格者証の交付を受けた者を１名以上

配置し、実施するものとする。

イ 短期講習では、科警研編運転適性検査８２－３又はこれと同等以上のものを

使用するものとする。

ウ 中・長期講習では、科警研編運転適性検査７３－２又はこれと同等以上のも

のを使用するものとする。

エ 運転適性診断票は、検査に基づく指導を実施後、受講者に交付するものとす

る。

(2) 器材使用による指導

ア １クラスにつき運転適性検査指導者を１名以上配置し、実施するものとする。

イ 動体視力検査器、夜間視力検査器並びに運転において必要な視覚を通じた刺

激に対する反応の速度及び正確性を検査する機材による指導は、短期講習では

必要と認められる者について、中・長期講習では受講者全員について実施する

ものとする。

(3) 実車による指導

ア 講習路設定

講習路は、講習路設定の基準と診断の着眼点（別表第２）により、運転免許

課長及び委託先講習機関において協議の上設定するものとする。

イ 指導方法

(ｱ) 原則として１グループ３人とし、１グループにつき講習指導員１名を配置

し、受講者が保有する免許種別に応じた四輪車又は二輪車のグループ編成で

行うものとする。

なお、委託先講習機関の講習指導員が複数の場合は、指導に当たっての責

任者を定めるものとする。

(ｲ) 二輪車のグループによる指導において、聴覚障害者及び聴力に不安がある

ため講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを

希望する受講者を含んだグループで講習を行う場合には、何らかの不測の事

態が発生した際これに対処できるように、無線による意思伝達装置を使用す

るなどの措置を講ずることにより、受講者の安全を確保すること。

ウ 講習車両

実車指導は、次の受講者区分ごとに定める車両を使用するものとする。ただ

し、身体障害者で車両の持込みを希望するものについてはこれを認めるものと

するが、手数料上の特例は設けられていないことをあらかじめ了知させておく

ものとする。

ａ 四輪車により指導すべき受講者



マニュアル式又はオートマチック式の普通自動車で補助ブレーキを装備

した車両

ｂ 二輪車により指導すべき受講者

保有する免許種別に応じ、マニュアル式若しくはオートマチック式の大

型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又は原動機付自転車

(4) 実車指導による診断と個別指導

実車に基づく個別指導は、停止処分者講習運転行動診断票（第５号様式及び第

６号様式）を使用して行うものとする。

(5) 運転シミュレーター操作による指導

実車指導に加えて運転シミュレーターによる指導は、実車のみでは指導が困難

な交通事故その他危険場面等について疑似体験させ、受講者の運転行動の危険性

を診断して指導を行うものとする。

なお、運転シミュレーター操作による指導は、短期講習では必要と認める者に

ついて、中・長期講習では受講者全員について実施するものとする。

第９ 考査

１ 考査は、運転技能、法令知識その他自動車等の安全な運転について必要な事項に

関して行い、問題数は４０問、時間は２０分とし、考査問題答案用紙（第７号様式）

により、解答させるものとする。

２ 考査を実施したときは、速やかに採点し、その成績及び処分期間を短縮したもの

については、その状況を受講者名簿の該当欄に記載するものとする。

第１０ 改善効果評価上の留意点

改善効果の評価に加味する受講態度の判断に当たっては、講習指導員の私的感情を

排し、次のような具体的行為又は態度が認められ、講習実施中に受講者本人に対して

当該事実について指摘したような場合は、不良と判断すること。

(1) 他の受講者に迷惑となる行為

(2) 故意に講習の進行を妨げる行為

(3) 極端に受講意欲が乏しいと認められる行為

第１１ 運転免許停止期間短縮通知書の交付

１ 講習を終了した者に対しては、細則第１６条に定める処分期間の短縮日数の基準

により運転免許停止期間短縮通知書（第８号様式）を作成し、交付するものとする。

なお、短期処分者のうち、処分者講習を受講し、その成績により期間短縮となっ

たものについては、運転免許証備考欄に「○○年○○月○○日済」と記載した上、

被処分者に運転免許証を返還し、処分執行当日は法令により免許の効力が停止され

ていることを教示するとともに、別表第３に定める誓約書を徴し、違反防止を図る

ものとする。



２ 国際運転免許証等については、法第１０７条の５第８項に基づいて行うこと。

第１２ 講習実施結果報告

委託先講習機関は、座学講習、実車指導等の実施結果を停止処分者講習実施結果報

告書（第９号様式）により、速やかに運転免許課を経由して公安委員会に報告するも

のとする。

第１３ 指導監督

１ 運転免許課長は、委託先講習機関に対し講習が適正かつ効果的に実施されるよう

指導監督を行うものとする。

２ 指導監督の結果、講習内容に適正を欠くと認められるときは、委託先講習機関に

対し講習内容の改善を図るよう指導するものとする。

第１４ 停止処分者講習関係書類の保存

停止処分者講習関係書類の保存期間は、原則５年とするほか、次のとおりとする。

(1) 停止処分者講習指導員確認届出書は、講習指導員がその資格を喪失するまで保

存すること。

(2) 停止処分者講習指導員確認名簿は、３０年間保存すること。

(3) 停止処分者講習指導員資格喪失届出書は、１年間保存すること。



別紙

１ 最近における道路交通法令の改正の概要

最近５年間程度の主要な道路交通法令の改正の趣旨、施行の時期、改正の内容等に

ついて、図表等を用いて解説すること。

２ 運転者の社会的責任

運転者として守るべき基本的な心構え又は交通事故若しくは交通違反を起こした運

転者の刑事上、行政上及び民事上の責任について、図表等を用いて解説すること。そ

の際、刑事裁判例若しくは民事裁判例又は保険制度について、図表等を用いて解説す

ること。

３ 危険予測

(1) 危険予測の心構え

駐車車両又は障害物の陰から人が突然出てきても、安全な措置が執れるよう、「か

もしれない」運転を心掛けること、慣れによる慎重さ又は緊張感の鈍化による「だ

ろう」運転を回避すること、道路環境の変化に合わせて意識を切り替えること等の

重要性について解説すること。

(2) 危険予測の方法

視覚又は聴覚を用いて、絶えず運転に必要な情報を捉えること、ちょっとした手

掛かりを元に、人、自動車等の存在を察知すること、他の自動車等の運転者、歩行

者等が、次にどのような行動をするかを、その者の目の動き又は身体の動きによっ

て察知すること等の重要性について解説すること。

(3) 死角

自らの車両によって生じる死角、駐停車車両によって生じる死角、交差点におけ

る死角、カーブにおける死角等について、イラスト等を用いて解説すること。その

際、死角によって生じる危険を回避するための方法についても言及すること。

４ 安全運転の基礎知識（運転の特性）

(1) 性格と運転

性格特徴が運転に与える影響について解説すること。

(2) 各年代ごとの運転者の一般的特性

各年代ごとの運転者の事故傾向、事故原因及び運転特性について、周囲の運転者

が配意すべき点も含めて解説すること。その際、運転者が運転する上での留意点に

ついても言及すること。

(3) 視力と加齢

運転に必要な情報の大半を依存する視力（①静止視力と動体視力、②視野、③明

度の差、④順応と眩惑）について、イラスト等を用いて解説すること。その際、加
げん



齢との関係についても言及すること。

(4) 反応と加齢

加齢に伴って反応速度が遅くなったり、動作の正確さが低下したりすることにつ

いて、データ等を用いて解説すること。

(5) 飲酒運転の根絶

飲酒運転による事故傾向、飲酒運転の危険性及び罰則、飲酒運転をさせない取組

等について解説すること。その際、飲酒運転による事故の悲惨さについても言及す

ること。

５ 安全運転の方法

(1) 運転を始める前に

日常点検項目及び点検要領、運転免許種別に応じて運転できる自動車の種類、正

しい運転姿勢、シートベルト又はチャイルドシートの正しい着用・使用義務と効果、

使用方法等について、イラスト等を用いて解説すること。

(2) 歩行者・自転車の保護

歩行者・自転車利用者の行動特性及び歩行者・自転車を保護するための運転方法

について解説すること。

(3) 高速道路の通行

高速走行の危険性及び高速道路における安全な通行方法について、イラスト等を

用いて解説すること。

(4) 駐車・停車及び自動車の保管場所

駐車・停車が禁止されている場所、駐車・停車の方法及び自動車の保管場所の確

保について、イラスト等を用いて解説すること。

(5) 二輪車の特徴

二輪車の特性及び二輪車事故の特徴について、イラスト等を用いて解説すること。

その際、二輪車事故を防止するため、二輪車側及び四輪車側で注意すべき事項につ

いても言及すること。

６ 事故時の対応と応急救護処置

一般財団法人日本救急医療財団が主催する心肺蘇生法委員会策定の「救急蘇生法の

指針（市民用）」に基づいた応急救護処置及び一時救命処置の方法について、イラス

ト等を用いて解説すること。その際、事故時の対応についても言及すること。

７ 各種制度

交通反則通告制度、放置違反金制度、点数制度及び講習制度（初心運転者講習、違

反者講習、停止処分者講習、取消処分者講習、更新時講習及び高齢者講習）について、

図表等を用いて解説すること。

８ 被害者等の手記



交通事故がもたらす社会的影響及び運転者の社会的責任について再確認させ、安全

運転意識の向上に資するような内容の被害者、加害者、被害者遺族等の手記を掲載す

ること。

９ 安全運転５則

(1) 「安全運転５則」を記載すること。

○ 安全速度を必ず守る

○ カーブの手前でスピードを落とす

○ 交差点では必ず安全を確かめる

○ 一時停止で横断歩行者の安全を守る

○ 飲酒運転は絶対にしない

(2) 交通事故情勢等に応じたトピックスの記載

その時々の交通情勢で自転車の通行モラル、事故の増加要因又は交通弱者の保護

に関するものなどを必要に応じてイラスト等を用いて記載すること。


